
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続計画の手引き（平成 28 年２月：内閣府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 業務継続計画（ＢＣＰ＝Business Continuity Plan）とは 

災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下

において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、業務

の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、大規模災害

発生時にあっても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画。  

２ 計画の効果 

○ 業務立ち上げ

時間の短縮  

○ 発災直後の業

務レベル向上  

３ 計画の基本方針 

 市は、大規模災害時における非常時優先業務については、次の方針に基づいて、

業務継続を図るものとする。 

○ 災害発生時においては、市民の生命、身体、財産を保護し、被害を 小限にと

どめるため、地域防災計画に位置づけられた災害緊急業務を 優先する。 

○ 発生から 72 時間までは、人命にかかる災害救急業務に重点をおくことになる

ため、市民生活施設等の管理に著しい影響を与える通常業務以外はいったん停止

する。 

○ 休止、縮小する通常業務は平常時における重要性をもって判断するのではなく、

市民の生活の維持等に係る重要度をもって判断する。 

○ 市の公共施設(市民体育館、公民館、図書館等)は、避難所等の災害緊急業務と

して使用する場合以外には、一般利用を休止する。 

○ イベント及び会議等は原則として中止・延期する。 

○ 災害復旧・復興業務は、災害応急対策業務と並行し早期に実施するべき基本的

な業務を対象とする。 

○ 優先度の高い継続する通常業務は、災害緊急業務に影響を与えない範囲で、順

次再開する。  

姶良市業務継続計画の概要 

発災 

 

 

 

 

○ 災害対策本部（危機管理課）を含む姶良庁舎本館の代替庁舎：姶良庁舎２号館  

○ 加治木総合支所：保健センター  

○ 教育部局：姶良公民館  

○ 蒲生総合支所：蒲生庁舎別館  
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４ 計画の対象組織 市長部局ほか、全部局を対象とする。  

５ 代替庁舎の選定 被災により庁舎が使用不能となった場合の代替庁舎を選定  

６ 非常時優先業務の選定 

○ 応急業務：地域防災計画による

災害応急対策業務  

○ 優先すべき通常業務：通常業務

のうち、業務継続の優先度が高い

もの⇒業務開始目標時間（３時間

以内、１日以内、３日以内、２週

間以内、１か月以内）の５区分に

設定  

７ 業務継続のための体制及び環境の確保 

○ 職務代行者の選定  

○ 職員参集体制  

○ ライフライン（電気、水、非常用電源、食料等）の確保  

○ 防災行政無線や衛星電話等多様な通信手段の確保  

○ 重要な行政データのバックアップ  

８ 今後の取組 

○ 職員への周知  

○ ＰＤＣＡサイクルによる、年次的及び継続的な改善  


